
賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議令

和

二

年

六

月

九

日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期

す
べ
き
で
あ
る
。

一

賃
貸
住
宅
管
理
業
に
係
る
登
録
制
度
の
創
設
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
業
務
の
適
正
な
運
営
確
保
と
不
良

業
者
の
排
除
を
実
現
す
る
た
め
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
て
実
効
性
あ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
、
賃
貸

住
宅
管
理
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
対
し
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
に
係
る
登
録
制
度
の
周
知
徹
底
を
図
る
と

と

も

に

、

賃

貸

住

宅

の

所

有

者

及

び

入

居

者

に

対

し

、

登

録

制

度

に

関

す

る

認

知

度

の

向

上

を

図

る

こ

と
。

二

サ
ブ
リ
ー
ス
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
や
適
正
な
契
約
締
結
を
推
進
す
る
た
め
、
関
係
省
庁
が
連
携

し
て
賃
貸
住
宅
の
所
有
者
等
に
対
し
、
特
定
転
貸
事
業
者
又
は
勧
誘
者
に
よ
る
不
当
な
勧
誘
等
が
あ
っ
た

場
合
の
相
談
先
等
、
必
要
な
情
報
の
提
供
を
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
や
関
係
機
関
等

と
連
携
し
、
相
談
体
制
の
充
実
の
た
め
の
必
要
な
取
組
を
進
め
、
本
法
の
実
効
性
が
担
保
さ
れ
る
よ
う
、

適
時
適
切
に
監
督
を
行
う
こ
と
。

三

特
定
賃
貸
借
契
約
に
係
る
被
害
者
救
済
の
観
点
か
ら
、
特
定
転
貸
事
業
者
等
に
対
す
る
誇
大
広
告
等
及

び

不

当

な

勧

誘

等

の

禁

止

に

当

た

っ

て

は

、

禁

止

さ

れ

る

広

告

や

、

「

故

意

に

事

実

を

告

げ

ず

」

又

は



「
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
」
行
為
の
類
型
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
お
い
て
明
示
す
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、

不
当
な
勧
誘
等
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
の
立
証
責
任
の
軽
減
を
図
る
こ
と
。

四

管
理
受
託
契
約
及
び
特
定
賃
貸
借
契
約
前
に
説
明
す
べ
き
重
要
事
項
に
つ
い
て
は
、
契
約
内
容
の
認
識

の
不
一
致
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
重
要
事
項
説
明
や
災
害
リ

ス
ク
を
踏
ま
え
、
賃
貸
住
宅
の
所
有
者
の
保
護
が
適
切
に
図
ら
れ
る
内
容
と
す
る
こ
と
。

五

サ
ブ
リ
ー
ス
を
め
ぐ
り
社
会
的
な
問
題
に
発
展
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
賃
貸
住
宅
の

所
有
者
等
と
特
定
転
貸
事
業
者
や
勧
誘
者
と
の
間
の
契
約
内
容
の
認
識
の
不
一
致
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未

然
に
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
関
係
省
庁
、
関
係
事
業
者
等
に
対
し
て
法
律
の
趣
旨
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ

と
。

六

賃
貸
住
宅
管
理
業
及
び
特
定
転
貸
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
及
び

特

定

転

貸

事

業

者

に

対

し

て

、

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

や

関

係

事

業

者

か

ら

の

聞

き

取

り

を

通

じ

た

実

態

把

握
、
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
問
題
事
例
の
早
期
発
見
に
努
め
、
適
時
適
切
に

指
導
・
監
督
を
行
う
こ
と
。

七

登
録
制
度
の
対
象
外
と
な
る
管
理
戸
数
が
一
定
規
模
未
満
の
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
に
対
し
て
も
、
業
界

団
体
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し
本
法
制
定
の
趣
旨
が
十
分
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ

と
。右

決
議
す
る
。


